
はやぶさ国際観光バスでは、輸送の安全を確保するため、下記のとおり、安全に関する基本方針等を

定め、代表取締役をはじめ、役員、社員一丸となって取り組んでまいります。

【1】輸送の安全に関する基本的な方針

①

②

③ 輸送の安全に関する情報については、積極的に公表いたします。

【2】防災に関する基本的な方針 

輸送の安全に関する基本方針に基づき、次に掲げる事項を実施します。

①

②

【3】輸送の安全に関する重点施策

輸送の安全に関する基本方針に基づき、次に掲げる事項を実施します。

①

② 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めます。

③ 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じます。

④

⑤

自然災害の頻発化や激甚化を踏まえ、代表取締役を筆頭に災害に立ち向かう防災体制を整え、全社

員が自然災害への対応を身に着けるべく教育訓練等を行い、旅客運送事業者としての責務を果たし

ます。

輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた

事項を遵守いたします。

輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、各部署と密接に連携して必要な情報を伝達、共有い

たします。

輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施いたします。

はやぶさ国際観光バス株式会社

令 和 6 年 4 月 1 日

令和6年度　運輸安全マネジメントに関する取り組みについて

代表取締役は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、輸送の安全の確保に

主導的な役割を果たし、現業・非現業部門を問わずに意見を尊重し、輸送の安全の確保が最も重要

であるという意識を全社員に徹底させます。

当社は、輸送の安全に関する計画のPDCA（Ｐｌａｎ・ Ｄｏ・ Ｃｈｅｃｋ・ Ａｃｔ）サイクルを

確実に実施することにより、安全対策を適宜見直し、役員及び全社員が一丸となって業務を遂行

し、絶えず輸送の安全性の向上に努めます。

利用者、社員とその家族の安全確保を最優先とした上で、事業資産の保護を図ります。



【4】輸送の安全に関する目標

(1)事故件数（令和6年度目標）

人身 車内人身 物損

有責 0 0 0

他責 0 0 0

有責 0 0 15以下

他責 0 0 3以下

(2)事故統計（令和5年度実績）

人身 車内人身 物損 合計

有責 0 0 0 0

他責 0 0 0 0

有責 0 0 20 20

他責 0 0 5 5

【5】自動車事故報告規則第２条に規定する事故に関する統計（令和5年度実績）

0件

【6】輸送の安全に関する取り組み（令和6年度）

1. バック運行時の安全意識の徹底

2. 単路での安全意識走行の徹底

3. 健康起因事故などの防止

②休息時間確保可能な運行の管理

③厳正な点呼の執行

②バックモニター及び目視による後方への安全確認

③停止できる速度で行うことへの意識徹底

①無理な追い越し・追い抜きの厳禁

②十分な間隔確保走行の意識

③障害物などの回避を意識した運行

①進化したシステム搭載によるドライバーの体調急変などを自動検知作動

重大事故

軽微事故

重大事故

軽微事故

＜最重点実施事項＞

①バス周りの安全確認の徹底

　＜重点目標＞

重 大 事 故 の 撲 滅 ・ 軽 微 事 故 ゼ ロ の 継 続 ・ 法 令 遵 守



（1） 事故防止委員会の継続的開催

原則、四半期に1度の頻度において、運転者・運行管理者・経営管理者等が事故防止に関する

事項について、対策・検討を行うことにより、迅速かつ適切なPDCAサイクルによる

事故防止に寄与できる仕組みを本年度についても継続して参ります。

（2） 各種事故防止運動の積極推進

春、秋の全国交通安全運動及び年末年始の輸送に関する安全総点検にあわせて事故防止運動を

実施いたします。

（3） 安全管理体制の強化

経営者並びに役員、管理職による職場巡視を定期的に行い、安全に関する問題点の把握や、

現場の声を聴取し、安全性向上に活かします。

また、経営者並びに役員、管理職による点呼立会により、安全意識の向上を徹底させます。

（4） 安全指導体制の拡充

経営者が主体的かつ率先して、安全管理体制が有効に機能しているか否かを把握し、

適切な運営を行っていく為に、安全管理体制の機能全般に関し、年１回以上、マネジメント

レビュー会議手順書に沿って運輸安全マネジメントレビューを行い、必要に応じて

是正・予防措置を行います。

その他、毎週行われる会議において、安全管理体制についての改善事項を積極的に推進する

為の施策を経営者自らが提言し、各部門の責任者と継続的に協議して参ります。

（5） 遠隔点呼の導入執行により法改正にもシステム対応が可能

最新の技術システムの遠隔点呼執行時において、飲酒状況の確認および体調・健康状態の

確認をより厳正に行い、運行に関わるあらゆる面での記録情報の保存にも対応しています。

（遠隔・自動点呼対応）

最新の点呼システム 遠隔地用アルコール検知器



【7】輸送の安全に関する教育及び研修計画（令和6年度）

（1） 年間教育計画による安全教育

（2） 安全講習会

（3） 感染症・疾病対策研修会

（4） 緊急時対応の救命救急訓練

（5） 管理者向け事故防止研修会

（6） 運行管理者選任時研修

（7） 新入社員研修

（8） 特別教育

【8】輸送の安全に関する教育及び研修実績（令和5年度実績）

（1） 年間教育実施計画による安全教育

重大事故惹起者、服務規律違反者等を対象に、管理職等による特別教育を実施いたします。

「事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」に基づいた教育を、年間教育実施計画

に基づいて実施し、安全講習会等の機会と併せて実施致しました。

外部講師に依頼し、ドライブレコーダーを活用した安全教育や事故防止対策全般に関する教育を行

うことにより、全乗務員の安全意識向上を図ります。

新型コロナウイルスをはじめとする各種感染症に対応する為、バス車内における換気や飛沫防止対

策についての研修、各種感染症・疾病予防に対する基礎知識の習得、「貸切バスにおける新型コロ

ナウイルス対応ガイドライン」の確認等の研修を実施することにより、利用者や運転者の安全対策

向上に努めます。

所轄消防本部の協力を得て、事故発生時における救命対応手順や、AEDの使用方法対応訓練等を行

います。

運行管理者・運行管理補助者及び整備管理者・整備管理補助者を対象に、事故防止等の研修会を開

催することにより、管理者としての資質向上を図ります。

新たに選任した運行管理者に対し、職務分掌、関係法令、職場管理等についての研修を実施いたし

ます。

新たに採用した運転者に対し、社内規程、事故防止研修等を実施するとともに、貸切バスの特性や

基本運転・接遇面等について、指導運転者、運行管理者及び管理職による乗務指導を実施し、基本

運転技術や接遇等の向上を図ります。

年間計画を策定し、運行管理者及び運転者に安全研修を実施することにより、

社員の安全意識を高め、事故防止に努めます。

「事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」に基づいた教育を、年間教育実施計画

に基づいて実施して参ります。



（2） 安全講習会

（3） コンプライアンス研修会

労働基準法、バス運転者の労働時間等の改善基準、道路交通法、その他関係法令及び通達

に関して、概要並びに改正事項について学びました。

コンプライアンス意識を向上させることが、輸送の安全に資する事項であるという認識の

もと、全従業員に対して、コンプライアンスに関する知識の習得に努めました。

（4） 運輸安全マネジメントに関する国土交通省認定セミナーの受講

（5） 救急救命講習会

【9】令和5年の輸送に関する内部監査結果

内部監査手順書及び内部監査年間計画に基づき実施いたしました。

1. 本社営業所

監査実施日：令和５年１1月10日

監査対象:経営トップおよび安全統括管理者並びに統括運行管理者･運行管理者

監査結果:指摘事項なし

   ドライバーの運転行動「焦りの心理」を踏まえて、グループごとにドライバーの目線と行動　で

の事故発生予知に関する討議を行いました。

   人は、突発的な焦りになると運転以外のことを考えてしまい、一度にいろんなことをしよう　と

する傾向がある。そのため、確認と行動が同時になることでヒューマンエラーが多く発生　　して

いる可能性が高いと説明され、様々なドライブレコーダーの映像を元に、外部講師よる　　講習会

を実施しました。

NASVA（自動車事故対策機構）が実施している運輸安全マネジメントに関する認定セミナーに運行

管理部門より1名が参加を致しました。

　各種感染症・疾病予防に対する基礎知識の習得をはじめ、基本となる救急救命対応の研修を

行いました。泉佐野消防署の協力により講師による講習会を実施し、利用者や運転者の安全対策向

上に努めました。



2. りんくう営業所

監査実施日：令和５年１1月10日

監査対象:経営トップおよび安全統括管理者並びに統括運行管理者･運行管理者

監査結果:指摘事項なし

【10】輸送の安全に関する費用支出及び投資

① 一定の条件に該当する運転者に対する睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）検査を実施

② 一定年条件に該当する運転者に対する脳ドックの実施

③ ASV（先進安全自動車）の随時導入

④ 管理部門要員の運輸安全マネジメント認定セミナーへの積極的受講

⑤ 積極的な一般適性診断の受診

【11】安全管理規程

別紙「安全管理規程」のとおり

【12】運輸安全マネジメント評価の実施状況

1 名

1 名

1 名

1 名

1 名

1 名

【14】輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統

別紙「安全管理体制図」のとおり

【15】事故・災害等に関する報告連絡体制

別紙「事故・災害・テロ発生時緊急措置・連絡体制図」及び

別紙「異常気象時緊急処置・連絡体制図」のとおり

【16】輸送の安全に関する内部監査

内部監査を内部監査手順書及び内部監査年間計画に基づき年１回以上実施いたします。

実施結果及び措置内容に関しては、内部監査実施後社内にて公表いたします。

2022.6.8 ガイドラインセミナー

2023.6.13 ガイドラインセミナー

2020.7.15 リスク管理セミナー

2020.9.18 ガイドラインセミナー

2021.10.14 内部監査セミナー

【13】民間指定機関における運輸安全マネジメント認定セミナーの受講状況

受 講 年 月 日 認 定 セ ミ ナ ー 名 受 講 人 数

2020.6.5 ガイドラインセミナー

2018年8月8日 運輸安全マネジメント評価（第１回）


